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新旧対照表 

〇土木設計業務等委託契約書 

新 旧 

（不可抗力による損害） 

第29条 成果物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあって

は、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも

帰することができないもの（以下「不可抗力」という。）により、試験等に供

される業務の出来形部分（以下この条及び第49条において「業務の出来形部

分」という。）、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具（以下「業務

の出来形部分等」という。）に損害が生じたときは、受注者は、その事実の

発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同

項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び

設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除

く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注

者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による

費用の負担を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があ

ったときは、当該損害の額（業務の出来形部分等であって立会いその他受注

者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額

に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下「損害

合計額」という。）のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなけ

ればならない。ただし、災害復旧に関する業務における損害については、発

注者が損害合計額を負担するものとする。 

５ 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところに

より、算定する。 

一 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相

応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引

いた額とする。 

二 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査

機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却すること

（不可抗力による損害） 

第29条 成果物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあって

は、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰

することができないもの（以下「不可抗力」という。）により、試験等に供さ

れる業務の出来形部分（以下この条及び第49条において「業務の出来形部分」

という。）、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたと

きは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同

項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び

設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除

く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注

者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による

費用の負担を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があ

ったときは、当該損害の額（業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入

済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等に

より確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付け

に要する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち、

業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。 

 

５ 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところに

より、算定する。 

 一 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相

応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引

いた額とする。 

 二 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査

機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却すること
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としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する

償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復す

ることができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについて

は、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次

以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の

額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の

額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料

の100分の１を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の１を超える額か

ら既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害

合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 

 

 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこ

の契約を解除することができる。 

一 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであると

き。 

三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確

に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の

一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分

のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合に

おいて、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が

前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見

込みがないことが明らかであるとき。 

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する

償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復す

ることができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについて

は、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次

以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の

額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の

額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料

の100分の１を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の１を超える額か

ら既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 

 

 

 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこ

の契約を解除することができる。 

一 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであると

き。 

三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確

に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の

一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分

のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合に

おいて、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が

前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見

込みがないことが明らかであるとき。 

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法
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律第77号。以下「暴力団対策法」という｡）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下この条において同じ｡）又は暴力団員（暴力団対策法第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ｡）が経営に

実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

八 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

九 受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関

与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は

常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その

他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ｡）が、暴力団又は

暴力団員であると認められるとき。 

（旧イは、新アと重複するため削る） 

 

イ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は

使用したと認められるとき。 

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしていると認められるとき。 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

キ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいず

れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 

ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他

の契約の相手方としていた場合（キに該当する場合を除く｡）に、発注

者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ

律第77号。以下「暴力団対策法」という｡）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下この条において同じ｡）又は暴力団員（暴力団対策法第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ｡）が経営に

実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

八 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

九 受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である

場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務

等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ｡）が暴力団員で

あると認められるとき。 

 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は

使用したと認められるとき。 

エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

たと認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。 

 

 

カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

キ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいず

れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 

ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他

の契約の相手方としていた場合（キに該当する場合を除く｡）に、発注

者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ
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たとき。 

十 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という｡ ）第３条の規定

に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条

第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独

占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合

を含む｡ ）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という｡ ）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該  納付命令が独占

禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条に

おいて同じ｡ ）。 

十一 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく

排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という｡ ）に対して行われたときは、受注者等

に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をい

う。次号において同じ｡ ）において、この契約に関し、独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ

たとされたとき。 

十二 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合におい

て、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引

委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く｡ ）に入札（見積書の提出を含む｡ ）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。 

十三 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む｡ ）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独

占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確

定したとき。 

 

たとき。 

十 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という｡ ）第３条の規定

に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条

第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独

占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合

を含む｡ ）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という｡ ）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該  納付命令が独占

禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条に

おいて同じ｡ ）。 

十一 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく

排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という｡ ）に対して行われたときは、受注者等

に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をい

う。次号において同じ｡ ）において、この契約に関し、独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ

たとされたとき。 

十二 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合におい

て、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引

委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く｡ ）に入札（見積書の提出を含む｡ ）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。 

十三 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む｡ ）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独

占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確

定したとき。 

 

 


